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日本労働弁護団北海道ブロックは２５日１８時

３０分より札幌市北区の自治労会館で第４回労働

法連続講座を開催しました。同日の講座は労働条

件の不利益変更と配置転換をテーマに行われまし

た。講師の竹信航介弁護士・中島哲弁護士は不利

益変更の意味や配置転換の定義を説明し、様々な

ケースを想定し対処方等を講義しました。会場に

は連合組合員６７名を含めた１００名が参加し

「合意のない不利益変更は無効」等の解説に熱心

に聞き入りました。また、会場からは実際の協議

事項へのアドバイスを求める声も出ました。札幌

地区連合会はこの連続講座に当初より実行委員会

として参画しています。今後も引き続き講座は開

催される予定です。ふるって参加願います！ 

 

さっぽろ労働相談センターは 5 月 23 日に 4 月

の相談状況を発表しました。4 月の相談者は 46 人

で相談件数は 77 件です。相談者の中、女性正社

員は 11 人ですが、相談件数が 30 件に達し、1 人

当たりの相談件数が 2.73 件です。女性正社員の職

場環境が厳しくなっています。業種は、女性活躍

の場として強くアピールされている建設業や介

護・福祉・子育ての分野に特化しています。また、

相談の半数以上は法律違反の内容で、建設業では

１６件中１０件の違反（違反率６２．５％）、介護・

福祉・子育ての分野では２３件中１４件が法律違

反（違反率６０．９％）の内容でした。 

会場からは具体例へのアドバイスを求める声も！ 

法律違反の内容は休憩・休日・有給休暇の取得に関

係するものが殆どです。有期雇用契約労働者に対す

る雇止めの相談では、事業主による改正労働契約法

の「５年ルール」対策が表れています。一旦雇用契

約を解消し事業運営の負担軽減を確実にして、その

後扱いやすい労働者を再度呼び寄せるという労務

政策を堂々と行う事業者が表れています。また職場

の集団的雇用契約の手続きとして重要な役割を果

たす就業規則の改定について事業主の意のままに

執行され、結局は労働条件不利益変更を強行された

という相談も寄せられています。労働条件の不利益

変更への対応は普段から取り組むことが肝要です。


